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第８期 松山市分別収集計画 

 

 

平成 28年 6 月 29日 

 

 

１．計画策定の意義 

 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられ

た社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、

社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

本市では、平成９年度にペットボトルやプラスチック製容器包装廃棄物などのリサイクルに対

応すべく、７種１０分別での分別収集を開始した。その後、平成１８年度には、プラスチック製

品と混合収集し、選別していたプラスチック製容器包装廃棄物の分別収集を開始、さらに、平成

２３年度には、プラスチック製容器包装廃棄物と混合収集していたペットボトルの単独収集を開

始し、現在は８種１１分別による分別収集を実施することにより、リサイクル率や品質の向上を

目指している。 

また、今後は、平成２５年３月に策定した第２次松山市環境総合計画において、『ごみを「たか

ら」にかえるまち』を基本目標に掲げ、さらに、平成２７年５月に策定した松山市一般廃棄物（ご

み）処理基本計画において、さらなるごみの減量や再資源化を推進していくための各種施策に取

り組むこととしている。 

本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（以下「法」という）第８条に基づき、容積比で一般廃棄物の大部分を占める容器包装廃棄物

の分別収集、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、最終処分量の削減を図る目

的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明確にし、これを公表するこ

とにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進するとともに、廃棄物の減量や最終処分場

の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。 

 

 

２．基本的方向 

 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

（１）３Ｒの推進 

ごみの減量・再使用・再生利用への市民の関心を高めるための様々な取り組みを通してごみ

のリサイクルを推進し、再資源化率の向上を図る。 

（２）最終処分場の延命化 

埋立ごみを減量し再資源化を進め、最終処分量の削減に努める。 
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（３）適正なごみ処理 

①ごみ処理施設の適正な維持管理や運営により、安全かつ安定的にごみを処理する。 

②家庭系ごみの分別排出に対応した、迅速で効率的な収集運搬を行なえる体制を整備する。 

 

（４）参加と協働と情報の共有 

①他市町村から転入してきた学生等に本市の分別ルールを周知し、正しい分別への協力を促

すほか、学校や学生サークル等の依頼に応じ、積極的に講義や意見交換の場に出向くなど、

情報共有の体制を築き、容器包装廃棄物の削減・再資源化に努める。 

②住民・ＮＰＯ・事業者等との連携を図り、意見交換を行いながら、新たな行動に発展して

いくような体制の構築に努める。 

 

 

３．計画期間 

 

本計画の計画期間は、平成２９年４月から平成３４年３月までの５年間とし、３年ごとに改定

する。 

 

 

４．対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、次に示すものを分別収集の対象とする。 

（１）スチール製容器  

（２）アルミ製容器 

（３）ガラス製容器 (無色、茶色、その他) 

（４）飲料用紙製容器 

（５）段ボール 

（６）ペットボトル 

（７）プラスチック製容器包装(白色トレイを含む) 

 

 

５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第８条第２項第１号) 

 

（単位：トン） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

容器包装廃棄物 20,127 20,053 19,978 19,903 19,809 
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６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

 (法第８条第２項第２号) 

 

容器包装廃棄物の排出を抑制するために、以下の方策を実施する。 

なお、実施に当たっては、市民、リサイクルの中間処理業者、再生事業者等が、それぞれの立

場から役割を分担し、相互に協力・連携を図ることにより、ごみについての知識と理解を深めて

いけるよう、積極的に以下の周知啓発活動に取り組む。 

(１)印刷物や広報媒体を活用した普及啓発・環境学習 

①印刷物の活用 

「地区別ごみカレンダー」や分別辞典を掲載した冊子「ごみ分別はやわかり帳」の配布に加

え、小学４年生を対象にした学習冊子や、より分別の徹底が求められるプラスチック製容器包

装の分別に特化した印刷物を作成・配布することにより、ごみ分別の徹底を図る。 

 ②広報媒体の活用 

  広報紙、テレビ、ラジオ、民間情報誌等、様々な媒体を使って積極的に周知を行う。 

(２)施設見学の受入及び環境学習施設の活用 

焼却処理施設、中間処理業者及び再生事業者等への見学を積極的に受け入れ、各家庭から排

出された後のごみ処理の現場を見て感じてもらうことにより、ごみを減らすことの重要性や分

別における課題など、ごみ問題に対する意識の高揚を図る。 

また、環境学習施設を活用し、３Ｒの推進に関する展示や講座、リサイクル家具の販売など

を行うことにより、市民のごみの減量に対する意識の高揚を図る。 

(３)地域や学校等への啓発活動 

再生事業者等からリサイクル原料やリサイクル製品、処理工程の映像等の提供を受け、３Ｒ

の重要性についてより理解を深めることを目的とした啓発活動を下記のとおり実施する。 

①学校への啓発：「ごみの出張講座」 

市内の小学４年生が総合学習で「ごみ」について学ぶ機会を活用し、各学校に「ごみの出張

講座」を学習メニューとして提案する。依頼のあった小学校に職員が自ら出向き、ものを大切

にすること、ごみを減らすために１人１人ができることなど、３Ｒの重要性について講座を行

うことにより、子どもの頃からのごみ問題への意識づけを図る。 

②地域等への啓発：「ごみの分別説明会」 

依頼のあった地域や各大学の新入生オリエンテーション、イベント等に職員自らが出向き、

ごみの分別やリサイクルに関する説明会を積極的に行う。対面で説明や意見交換をすることに

より、ごみの減量やリサイクルに関する理解や協力を求める。 
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７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別

の区分(法第８条第２項第３号) 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

また、市民の協力度、松山市・民間業者が有する収集機材等を勘案し、収集に係る分別区分は

下表右欄のとおりとする。 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

金物・ガラス類 
主としてアルミ製の容器 

主としてガラス製の容器 

（無色のガラス製容器、茶色のガラス製容器、その他のガラス

製容器） 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原

材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。） 
紙類 

主として段ボール製の容器 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であ

って飲料又はしょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんす

るためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの プラスチック製容器包装 
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイ

クル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第８条第２項第４号) 

 

（単位：トン） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

主としてスチール製の容器 697 695 692 690 686 

主としてアルミ製の容器 551 549 547 545 542 

無色のガラス製容器 

367 366 364 363 361 

25 342 25 341 25 339 25 338 24 337 

茶色のガラス製容器 

777 774 771 768 765 

26 751 26 748 26 745 26 742 25 740 

その他のガラス製容器 

3,130 3,118 3,106 3,095 3,080 

4 3,126 4 3,114 4 3,102 4 3,091 4 3,076 

主として紙製の容器であっ

て飲料を充てんするための

もの(原材料としてアルミニ

ウムが利用されているもの

を除く。) 

44 44 43 43 43 

主として段ボール製の容器 1,862 1,855 1,848 1,842 1,833 

主としてポリエチレンテレ

フタレート(ＰＥＴ)製の容

器であって飲料又はしょう

ゆその他主務大臣が定める

商品を充てんするためのも

の 

1,208 1,203 1,199 1,194 1,189 

1,208 0 1,203 0 1,199 0 1,194 0 1,189 0 

主としてプラスチック製の

容器包装であって上記以外

のもの 

5,279 5,260 5,240 5,221 5,196 

5,226 53 5,207 53 5,188 52 5,169 52 5,144 52 

※ガラス製容器（無色、茶色、その他）、ペットボトル及びプラスチック製容器包装に係る分別基

準適合物の指定法人への引渡見込量と独自処理見込量の記載方法は次のとおり。 

（合計） 

（引渡見込量） （独自処理見込量） 
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９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイ

クル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

平成２７年度の容器包廃棄物の資源化量に人口変動率（注）を乗じ、算出。 

（注）人口変動率は、第６次松山市総合計画の将来人口推計を参考とした。 

 

 

１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

      

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 

選別 

保管 

段階 

金 

属 

スチール製容器 

金物・ガラス類 

ステーション 

収集 

民間委託収集 

民間委託 

アルミ製容器 

ガ 

ラ 

ス 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 

飲料用紙製容器 
紙類 

(紙パック) 

段ボール 
紙類 

(段ボール) 

プ 

ラ 

ス 

チ 

ッ 

ク 

ペットボトル ペットボトル 

その他のプラスチック製 

容器包装 

プラスチック製 

容器包装 
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１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

金属、ガラス、紙、ペットボトル及びプラスチック製容器包装については、当面の間、民間の

リサイクル施設で選別、圧縮、保管する。 

 

 

１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

さらなる再資源化率の向上を図るため、印刷物や広報媒体等を活用することに加え、廃棄物減

量等推進員及び協力員と協力し、ごみの正しい分別、排出、減量等に関する啓発活動を行なって

いく。 

 また、分別収集、選別保管のコスト削減のため、容器包装の分別収集、選別保管に係る経費の把

握に努め、費用削減に向けた分析、検討を行い、必要な措置を講じる。 

 


